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告 示■

◎群馬県告示第１６１号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

２３年４月１日から適用する。

平成２３年５月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

「財団法人群馬県消防協会 前橋市大手町一丁目１―１」を「生活協同組合全日本消防人共済会群馬県支部 前

橋市大手町一丁目１―１」に、「社団法人前橋交通安全協会 前橋市大友町一丁目６―４」を「財団法人群馬県交

通安全協会 前橋市大友町一丁目６―４（前橋交通安全協会）」に、「社団法人発明協会群馬県支部 前橋市亀里

町８８４―１」を「一般社団法人群馬県発明協会 前橋市亀里町８８４―１」に、「財団法人群馬県交通安全協会

連合会 前橋市江田町４４８―１（群馬県自動車教習所）」を「財団法人群馬県交通安全協会 前橋市江田町４４

「財団法人群馬県交通安全協会連合会 前橋市元総社町８０―４（警察本部
８―１（群馬県自動車教習所）」に、

財団法人群馬県交通安全協会連合会 前橋市元総社町８０―１４

総合交通センター内） 「財団法人群馬県交通安全協会 前橋市元総社町８０―４（警察本部総合交通センター
を

」 財団法人群馬県交通安全協会 前橋市元総社町８０―１４

内）
に、「社団法人前橋交通安全協会 前橋市総社町一丁目９―３（前橋警察署内）」を「財団法人群馬県交通

」

安全協会 前橋市総社町一丁目９―３（前橋交通安全協会（前橋警察署内））」に、「社団法人前橋東交通安全協

会 理事長 町田錦一郎 前橋市天川大島町一丁目９番地の９」を「財団法人群馬県交通安全協会 前橋市天川大

島町一丁目９―９（前橋東交通安全協会）」に、「財団法人群馬県交通安全協会連合会 前橋市荒口町３２９―１

（群馬県大型特殊自動車・大型二輪車練習所）」を「財団法人群馬県交通安全協会 前橋市荒口町３２９―１（群

馬県大型特殊自動車・大型二輪車練習所）」に、「社団法人大胡交通安全協会 理事長 井上鐵男 前橋市樋越町

８１番地」を「財団法人群馬県交通安全協会 前橋市樋越町７５（前橋東交通安全協会（前橋東警察署大胡分庁舎

内））」に、「社団法人高崎交通安全協会 高崎市台町４―３」を「財団法人群馬県交通安全協会 高崎市台町４

―３（高崎交通安全協会）」に、「社団法人高崎交通安全協会 理事長 廣瀬彪夫 高崎市問屋町４丁目８―９」

「社
を「財団法人群馬県交通安全協会 高崎市問屋町四丁目８―９（高崎交通安全協会（高崎警察署内））」に、

社

団法人桐生交通安全協会 桐生市清瀬町１―１６（桐生警察署） 「財団法人群馬県交通安全協会 桐生市
を

団法人桐生交通安全協会 理事長 北村隆 桐生市清瀬町３番１０号」 財団法人群馬県交通安全協会 桐生市

清瀬町１―１６（桐生交通安全協会（桐生警察署内））
に、「社団法人伊勢崎交通安全協会 伊勢崎市鹿島町５

清瀬町３―１０（桐生交通安全協会） 」

３４－１（伊勢崎警察署内）」を「財団法人群馬県交通安全協会 伊勢崎市鹿島町５３４－１（伊勢崎交通安全協

会（伊勢崎警察署内））」に、「社団法人伊勢崎交通安全協会 伊勢崎市今泉町一丁目１２１５」を「財団法人群

馬県交通安全協会 伊勢崎市今泉町一丁目１２１５（伊勢崎交通安全協会）」に、「社団法人境交通安全協会 会

長 小須田壽太郎 伊勢崎市境美原１５番地６」を「財団法人群馬県交通安全協会 伊勢崎市境美原１５―５（伊

勢崎交通安全協会（伊勢崎警察署境分庁舎内））」に、「社団法人太田交通安全協会 太田市飯塚町８７番地１」

を「財団法人群馬県交通安全協会 太田市飯塚町８７―１（太田交通安全協会）」に、「社団法人太田交通安全協

会 太田市鳥山下町４００番地５（太田警察署内）」を「財団法人群馬県交通安全協会 太田市鳥山下町４００―

５（太田交通安全協会（太田警察署内））」に、「社団法人発明協会群馬県支部 太田市吉沢町１０５８―５（東

毛産業技術センター内 社団法人発明協会群馬県支部太田出張所）」を「一般社団法人群馬県発明協会 太田市吉
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「社団法人沼田
沢町１０５８―５（一般社団法人群馬県発明協会太田出張所（東毛産業技術センター内））」に、

社団法人沼田

交通安全協会 会長 小林一郎 沼田市東原新町１５５０―１０ 「財団法人群馬県交通安全協会 沼田市東原
を

交通安全協会 沼田市上原町１７３８―１（沼田警察署内） 」 財団法人群馬県交通安全協会 沼田市上原

新町１５５０―１０（沼田交通安全協会）
に、「社団法人館林交通安全協会 館林市赤生田町１８

町１７３８―１（沼田交通安全協会（沼田警察署内））」

１４―２」を「財団法人群馬県交通安全協会 館林市赤生田町１８１４―２（館林交通安全協会）」に、「社団法

人渋川交通安全協会 理事長 高橋太郎 渋川市金井４３２番地」を「財団法人群馬県交通安全協会 渋川市金井

４３２（渋川交通安全協会）」に、「社団法人藤岡交通安全協会 理事長 山室孝信 藤岡市藤岡１６８３番地の

３」を「財団法人群馬県交通安全協会 藤岡市藤岡１６８３―３（藤岡交通安全協会）」に、「社団法人富岡交通

安全協会 理事長 田村茂一 富岡市富岡１２００番地の３」を「財団法人群馬県交通安全協会 富岡市富岡１２

００―３（富岡交通安全協会）」に、「社団法人安中交通安全協会 安中市原市７０７―４」を「財団法人群馬県

交通安全協会 安中市原市７０７―４（安中交通安全協会）」に、「社団法人安中交通安全協会 安中市松井田町

新堀１１１１（安中警察署松井田分庁舎内）（松井田支所）」を「財団法人群馬県交通安全協会 安中市松井田町

新堀１１１１（安中交通安全協会松井田支所（安中警察署松井田分庁舎内））」に、「社団法人大間々交通安全協

会 みどり市大間々町桐原１５６１」を「財団法人群馬県交通安全協会 みどり市大間々町桐原１５６３（桐生交

通安全協会（桐生警察署大間々分庁舎内））」に、「社団法人富岡交通安全協会 甘楽郡下仁田町大字下仁田６８

８―１（下仁田支所）」を「財団法人群馬県交通安全協会 甘楽郡下仁田町大字下仁田６８８―１（富岡交通安全

協会（下仁田支所））」に、「社団法人西吾妻交通安全協会 吾妻郡長野原町大字長野原１５１８」を「財団法人

群馬県交通安全協会 吾妻郡長野原町大字長野原１５１８（西吾妻交通安全協会）」に、「社団法人吾妻交通安全

協会 理事長 都筑邦弘 吾妻郡東吾妻町大字原町２８―１」を「財団法人群馬県交通安全協会 吾妻郡東吾妻町

大字原町２８―１（吾妻交通安全協会）」に、「社団法人大泉交通安全協会 理事長 桑島義之 邑楽郡大泉町朝

日二丁目２７番２号」を「財団法人群馬県交通安全協会 邑楽郡大泉町朝日二丁目２７―２（大泉交通安全協

会）」に改める。

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画道路の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成２３年５月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画道路 ３・５・１４号 中上大塚線

２ 都市計画の変更年月日 平成２３年４月１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定し

た。

平成２３年５月２日
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群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 建築基準法第４２ みどり市笠懸町久宮３８ 延長 ２０．２５ 太土指定第３０１４５－５号
条第１項第５号に ２－６０ 幅員 ５．００ 平成２３年３月２日
規定する道路

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により指定構造計算適合性判定機関

から業務を行う事務所の所在地の変更（追加）の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。

平成２３年５月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定番号
指定構造計算適合

変更後の事務所の所在地 変更日
性判定機関の名称

第２号 株式会社建築構造 東京都新宿区新宿二丁目１番２号 白鳥ビル２階 平成２３年５月１日
センター

宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番２８号 カメイ
仙台グリーンシティ４階

神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３９号 日総第
５ビル３階

長崎県長崎市万才町６番３３号 高木ビル５０１号

鹿児島県鹿児島市中央町９番１０号 創夢第一ビル４
階

福島県郡山市中町１１番５号 やまのいビル１００３
号室

宮崎県宮崎市川原町５番１０号 ミネックス川原８階

東京都豊島区西池袋五丁目１番６号 第２矢島ビル５
階B

愛知県名古屋市中区錦一丁目１７番１３号 名興中駒
ビル９階

沖縄県浦添市字城間３０１９番地 座波建設ビル３０
８号室

労働委員会告示■

◎群馬県労働委員会告示第１号

労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第１０条の規定により、次の者をあっせん員候補者として委嘱した
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ので、労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令第４７８号）第４条及び労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員

会規則第１号）第６８条第１項の規定により公示する。

平成２３年５月２日

群馬県労働委員会会長 尾 関 正 俊

氏 名 現 職 及 び 略 歴 委嘱年月日

尾関 正俊 公益委員（会長） 弁護士 平成８年１１月６日

清水 敏 公益委員（会長代理） 早稲田大学副総長 平成２１年３月２６日

小暮 俊子 公益委員 弁護士 平成２１年３月２６日

新井 博 公益委員 弁護士 平成２１年３月２６日

大河原眞美 公益委員 高崎経済大学大学院地域政策研究科長 平成２３年３月３０日

鈴木 英二 労働者委員 ＪＡＭ群馬事務局長 平成１４年１１月２９日

丸山 満 労働者委員 ＵＩゼンセン同盟群馬県支部支部長 平成１８年１２月１５日

北川 秀一 労働者委員 富士重工関連労働組合連合会会長 平成２１年３月２６日

阿部 和彦 労働者委員 日本労働組合総連合会群馬県連合会事務局長 平成２１年３月２６日

富澤 誠 労働者委員 ルネサステクノロジ労働組合高崎支部執行委員長 平成２３年３月３０日

秦 次雄 使用者委員 元上信電鉄株式会社代表取締役社長 平成６年７月１４日

町田 久 使用者委員 株式会社渋川製作所代表取締役社長 平成１０年１１月１０日

松井 義治 使用者委員 社団法人群馬県経営者協会副会長 平成１４年６月１３日

藤生 雅彦 使用者委員 株式会社藤生製作所代表取締役社長 平成１６年１１月２９日

横山 溥 使用者委員 矢島工業株式会社代表取締役社長 平成１８年１２月１５日

坂口 智之 労働委員会事務局長 平成２３年４月１４日

菅沼 秀明 労働委員会事務局管理課長 平成２２年４月８日

小嶋 利男 労働委員会事務局管理課次長（総務調整係長） 平成２３年４月１４日

横川 弘 産業経済部労働政策課長 平成２２年４月８日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２３年５月２日

群馬県立がんセンター院長 福 田 敬 宏

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立がんセンター建物清掃業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局総務課 群馬県太田市高林
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西町６１７－１

３ 落札者を決定した日 平成２３年３月１５日

４ 落札者の名称及び所在地 東洋ポリーズ株式会社 群馬県桐生市巴町２－８－１

５ 落札金額 ５７，２０４，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２３年２月１日
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